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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを受信する携帯端末であって、
　識別情報により指定されるコンテンツを受信し、外部機器と無線通信を行う送受信手段
と、
　前記送受信手段が受信した前記識別情報により指定されるコンテンツを表示する表示手
段と、
　ユーザの指示を受付ける入力手段と、
　前記送受信手段と、前記表示手段とを制御する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記送受信手段が受信した前記識別情報により指定されるコンテンツを前記表示手段に
表示するように、前記表示手段を制御し、
　前記表示手段において前記識別情報により指定されるコンテンツの表示が行われている
ときに、前記識別情報により指定されるコンテンツの表示を前記外部機器において行うよ
うに指示する第１のユーザ指示が前記入力手段より入力された場合には、該コンテンツを
識別するための情報および該コンテンツが前記表示手段において表示されている状態を示
す情報を前記送受信手段より前記外部機器に送信するように制御し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記表示手段にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記外部機器に表示されている前記コンテン
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ツの操作を指示する第２のユーザ指示と、前記外部機器に表示されている前記コンテンツ
の表示を前記表示手段において行うように指示する第３のユーザ指示とを受付けるための
操作画面を前記表示手段に表示するように制御し、
　前記第２のユーザ指示と前記第３のユーザ指示とを受付けるための操作画面を前記表示
手段に表示しているときに、前記入力手段より前記第２のユーザ指示が入力された場合に
は、前記第２のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記コンテンツの操
作のための情報を前記送受信手段より前記外部機器に送信するように制御し、
　前記第２のユーザ指示と前記第３のユーザ指示とを受付けるための操作画面を前記表示
手段に表示しているときに、前記入力手段より前記第３のユーザ指示が入力された場合に
は、前記第３のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記コンテンツの表
示を前記表示手段において行うようにする制御のための情報を前記送受信手段より前記外
部機器に送信するように制御し、かつ、前記識別情報により指定されるコンテンツを前記
表示手段に表示するように制御する、
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　コンテンツを受信する携帯端末であって、
　識別情報により指定されるコンテンツを受信し、外部機器と無線通信を行う送受信手段
と、
　前記送受信手段が受信した前記識別情報により指定されるコンテンツを表示する表示手
段と、
　ユーザの指示を受付ける入力手段と、
　前記送受信手段と、前記表示手段とを制御する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記送受信手段が受信した前記識別情報により指定されるコンテンツを前記表示手段に
表示するように、前記表示手段を制御し、
　前記表示手段において前記識別情報により指定されるコンテンツの表示が行われている
ときに、前記識別情報により指定されるコンテンツの表示を前記外部機器において行うよ
うに指示する第１のユーザ指示が前記入力手段より入力された場合には、該コンテンツを
識別するための情報および該コンテンツが前記表示手段において表示されている状態を示
す情報を前記送受信手段より前記外部機器に送信するように制御し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記表示手段にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記外部機器に表示されている前記コンテン
ツの操作を指示する第２のユーザ指示を受付けるための操作画面を前記表示手段に表示す
るように制御し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記表示手段にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記入力手段より前記第２のユーザ指示が入
力された場合には、前記第２のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記
コンテンツの操作のための情報を前記送受信手段より前記外部機器に送信するように制御
し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記表示手段にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記識別情報により指定されるコンテンツの
表示を前記表示手段において行うように指示する第３のユーザ指示が前記入力手段より入
力された場合には、前記第３のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記
コンテンツの表示を前記表示手段において行うようにする制御のための情報を前記送受信
手段より前記外部機器に送信するように制御し、かつ、前記識別情報により指定されるコ
ンテンツを前記表示手段に表示するように制御する、
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項３】
　コンテンツを受信する携帯端末における情報の送受信方法であって、
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　前記携帯端末は外部機器と無線通信可能な携帯端末であり、
　識別情報により指定されるコンテンツを受信し、
　受信した前記識別情報により指定されるコンテンツを前記携帯端末において表示し、
　受信した前記識別情報により指定されるコンテンツの表示が行われているときに、前記
識別情報により指定されるコンテンツの表示を前記外部機器において行うように指示する
第１のユーザ指示が入力された場合は、該コンテンツを識別するための情報および該コン
テンツが前記携帯端末において表示されている状態を示す情報を前記外部機器に送信し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記携帯端末にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記外部機器に表示されている前記コンテン
ツの操作を指示する第２のユーザ指示を受付けるための操作画面を表示し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記携帯端末にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記第２のユーザ指示が入力された場合には
、前記第２のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記コンテンツの操作
のための情報を前記外部機器に送信し、
　前記外部機器において、前記識別情報により指定される前記携帯端末にて表示されてい
たコンテンツの表示が行われているときに、前記識別情報により指定されるコンテンツの
表示を前記携帯端末において行うように指示する第３のユーザ指示が入力された場合には
、前記第３のユーザ指示に対応する前記外部機器に表示されている前記コンテンツの表示
を前記携帯端末において行うようにする制御のための情報を前記外部機器に送信し、かつ
、前記識別情報により指定されるコンテンツを前記携帯端末において表示する、
　ことを特徴とする情報の送受信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末、情報処理装置、コンテンツ表示システム及びコンテンツ表示方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットサイトやテレビ番組を閲覧可能な携帯電話が普及している。一方、ネッ
トワークに接続可能なテレビも普及し始めている。このような中、携帯電話で視聴したコ
ンテンツと同一のコンテンツをテレビで使い勝手良く視聴するための技術や、携帯電話を
テレビを操作するリモコンとして利用する技術が検討されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、放送受信機能を備えた携帯電話において、視聴した放送番組
の視聴履歴や再生指示信号を映像再生装置を送信する携帯電話が開示されている。この携
帯電話によると、外出中に観た番組を、帰宅後に大画面で再度観ることや、外出先での空
いた時間に番組の一部を視聴し、続きや、その前後、あるいは番組の最初から最後までを
帰宅後に屋内の録画再生装置で鑑賞する事が可能となる。
【０００４】
　また、特許文献２には、携帯電話と情報処理装置と表示装置とを含むシステムにおいて
、携帯電話にＵＲＬ情報付きのメールデータが受信された場合にそのメールデータを無線
通信により情報処理装置へ転送し、携帯電話から無線通信により転送されてくる前記メー
ルデータを情報処理装置において受信して当該メールデータを表示装置に表示させ、表示
装置に表示されたメールデータの中のＵＲＬ情報に対する操作が行われた場合、そのＵＲ
Ｌ情報に基づき上記無線通信とは異なる無線通信ネットワークに接続されるサーバ装置へ
アクセスして取得される情報を表示装置に表示させることが記載されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、通常別の機能を有する通信端末装置を、他の通信端末装置を遠
隔操作するリモコンとして用いることが記載されている。
【０００６】



(4) JP 5194673 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

　また、特許文献４には、インターネットを介してテレビ会議用サーバと接続され、前記
テレビ会議用サーバと情報の授受を行なうことのできる携帯電話と、通信機能により前記
携帯電話と接続されることにより前記情報を表示することのできる表示機器とを用いて、
テレビ会議用サーバとネットワークを介して接続された機器の制御を行なうテレビ会議シ
ステムであって、前記携帯電話が有する第１のディスプレイには前記情報を文字で表示す
る第１のテレビ電話画面を表示し、前記表示機器の有する第２のディスプレイに前記情報
に含まれる画像情報を表示する第２のテレビ電話画面を表示する情報表示手段を有するこ
とを特徴とするテレビ会議システムが記載されている。また、特許文献４には、携帯電話
を用いて監視カメラの遠隔操作を行い、その映像をPCの表示画面に表示させるシステムが
記載されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２８６８５５号公報（要約）
【特許文献２】特開２００５－１３５３４６号公報（要約）
【特許文献３】特開２００６－３３８４０６号公報（段落番号０１５２）
【特許文献４】特開２００７－７４２６５号公報（請求項７、段落番号００６８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１の携帯端末等は、外出中に観た番組を、帰宅後に大画面で再度観たいとか、
外出先での空いた時間に番組の一部を視聴し、続きや、その前後、あるいは番組の最初か
ら最後までを帰宅後に屋内の録画再生装置で鑑賞したい等の要望に応えるために（段落番
号０００６）、過去に視聴を終えた番組を一覧表示し（図７）、その中から選択された番
組を映像再生装置で再生させる構成を採る。
【０００９】
　しかし、携帯端末で今まさに視聴しているコンテンツの視聴を、映像再生装置に引継ぎ
たいという要望が存在する。例えば、映像再生装置が設置されている室内において、ユー
ザが携帯端末で番組を視聴しており、その視聴を引継ぐ場合である。
【００１０】
　このような場合、特許文献１記載の携帯端末によると、ユーザは、携帯端末での視聴を
終了し、さらに過去に視聴した番組のリストから映像再生装置に再生させたい番組を選択
する操作が必要となる。このため、操作の手順が多いという問題がある。
【００１１】
　特許文献２記載のメール端末によると、URLを送信することにより、インターネットサ
イトを携帯電話で視聴していたかの情報を情報処理装置が受信することができる。しかし
、特許文献２記載のメール端末を用いると、情報処理装置側で、インターネットサイトを
視聴しようとする場合には、ユーザは情報処理装置を操作する必要がある。このため、操
作の手順が多いという問題がある。
【００１２】
　特許文献３及び特許文献４には、通信端末装置で視聴していたコンテンツの視聴をテレ
ビ等に引継ぐことが記載されていない。従って、通信端末装置で今まさに視聴しているコ
ンテンツの視聴を、映像再生装置に引継ぐ場合には、ユーザは、例え携帯端末をリモコン
に用いたとしても携帯端末での視聴の終了の操作と、映像再生装置での映像の再生操作等
をそれぞれ行う必要があり、操作の手順が多いという問題がある。
【００１３】
　このように、携帯端末で今まさに視聴しているコンテンツの視聴を、映像再生装置に引
継ごうとする場合に、より円滑に連携動作を行わせることについては記載されていなかっ
た。
【００１４】
　本発明は、かかる問題を考慮した上で、携帯端末でのコンテンツの視聴を円滑に情報処
理装置に引継ぐことが可能な携帯端末、情報処理装置、コンテンツ表示システム及びコン
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テンツ表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の携帯端末は、コンテンツ情報を受信する受信手段と、外部の情報機器と通信を
行う外部機器通信手段と、受信手段により受信したコンテンツ情報を表示する表示手段と
、表示手段に表示したコンテンツ情報を識別する識別情報を取得する取得手段と、ユーザ
の操作指示を受け付ける操作手段と、コンテンツ情報を表示している間に操作手段により
識別情報の送信指示を受け付けた場合、取得手段により取得した識別情報を外部の情報機
器に送信するとともに、表示手段によるコンテンツ情報の表示を終了するよう制御する制
御手段と、を備える。
【００１６】
　また、本発明の情報処理装置は、コンテンツ情報を入力する入力手段と、携帯端末と通
信を行う通信手段と、入力手段により入力されたコンテンツ情報を表示する表示手段と、
　表示手段にて第１のコンテンツ情報を表示している間に、携帯端末上で表示された第２
のコンテンツ情報を識別する識別情報を携帯端末から通信手段により受信した場合に、表
示手段にて表示する識別情報に対応する第２のコンテンツ情報を入力手段より入力し、表
示手段により第１のコンテンツに代えて入力した第２のコンテンツ情報を表示するように
制御し、表示手段による第２のコンテンツ情報の終了を指示する指示信号を通信手段によ
り受信した場合には、第２のコンテンツ情報の表示を終了し、第１のコンテンツの表示を
再開するように制御する制御手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、携帯端末でのコンテンツの視聴を円滑に情報処理装置に引継ぐことが
可能な携帯端末、情報処理装置、コンテンツ表示システム及びコンテンツ表示方法を提供
することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を適用した各実施例について説明する。
【実施例１】
【００１９】
　以下の実施例では、携帯端末の一例としてモバイル端末、情報処理装置の一例としてイ
ンターネット接続端末１００、コンテンツの一例としてインターネットサイトについて説
明する。
【００２０】
　本実施例のインターネット接続端末１００及びモバイル端末１０１は、インターネット
に接続しインターネットサイトが提供するホームページを表示することが可能な端末であ
る。図１は、入力部１０２、基地局１０３、インターネット１０４、によりインターネッ
ト接続端末１００及びモバイル端末１０１がインターネット１０４への接続する際の関連
設備及び接続環境の概要を示す。モバイル端末１０１は、例えば、携帯電話、PDA、スマ
ートフォン等の可搬性のある情報処理端末をいう。
【００２１】
　入力部１０２は、モバイル端末１０１の入力装置であり、例えば、複数のボタン等で構
成される。ユーザは入力部１０２が備えるキーやボタン、ダイヤルを用いてモバイル端末
１０１に対する操作を行う。
【００２２】
　基地局１０３は、モバイル端末１０１がインターネットに接続する際に無線で通信を行
う基地局である。
【００２３】
　インターネット１０４は、いわゆるＷｅｂサーバや各種のインターネット上のサービス
の集合を概念的に示したものであり、インターネット接続端末１００や基地局１０３が接
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続される。モバイル端末１０１は基地局１０３を介してインターネット１０４に接続する
。
【００２４】
　インターネット接続端末１００は、例えば、テレビ装置、STB、DLNA(Digital　Living
　Network　Alliance)対応ホームサーバ等、映像を出力する機能を有し、インターネット
に接続する機能を有する装置である。インターネット接続端末１００は、インターネット
に接続しホームページ等を表示することが可能であると同時に、地上波やＢＳ、ＣＳ、イ
ンターネット等で配信されるデジタル放送を視聴することが可能である。インターネット
接続端末１００は、例えば図２に示すように、デジタル放送受信部２００、デジタル放送
信号処理部２０１、システム制御部２０２、音声処理部２０３、スピーカ２０４、映像処
理部２０５、表示部２０６、ネットワーク通信部２０７、インターネットブラウザ２０８
、データ保存部２０９、データ送受信部２１０、を備える。
【００２５】
　デジタル放送受信部２００は、所望の放送データをアンテナやケーブルから受信し、受
信した信号に基づき、後述するデジタル放送信号処理部２０１でデジタル処理が可能なデ
ータを復元する回路である。
【００２６】
　デジタル放送信号処理部２０１は、例えば、デマックスを行う信号分離器、復号処理を
行う複合装置等で構成される。デジタル放送信号処理部２０１は、デジタル放送受信部２
００から得られるデジタル放送のデータを入力し、当該データに含まれる音声データと映
像データとを分離し、それぞれ、後述する音声処理部２０３と映像処理部２０５とで処理
可能なデータ形式に変換して出力する。
【００２７】
　システム制御部２０２は、例えばマイクロプロセッサから構成され、デジタル放送の再
生やインターネットへのアクセスに必要な各処理部の動作を制御する。
【００２８】
　音声処理部２０３は例えば、AD変換器等で構成する。音声処理部２０３は、デジタル放
送信号処理部２０１から供給されたデジタル音声データをアナログ音声データに変換し、
スピーカ２０４に出力する。
【００２９】
　スピーカ２０４は、音声処理部２０３から供給されたアナログ音声データを音声に変換
して放音する。
【００３０】
　映像処理部２０５は、例えば、ASIC、FPGA、MPU等の処理装置により構成される。映像
処理部２０５は、デジタル放送信号処理部２０１や後述するインターネットブラウザ２０
８から供給された映像データを、表示部２０６で処理可能な形態に変換して出力する。
【００３１】
　表示部２０６は、例えば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等の表示装置で構
成される。表示部２０６は、表示パネルとパネル制御回路とパネル制御ドライバとから構
成され、映像処理部２０５から供給されるデータで構成される映像を表示パネルに表示す
る。ここで、インターネット接続端末がSTB（セットトップボックス）や、DLNA対応ホー
ムサーバである場合は、表示部２０６を備えるかわりに、RGBフォーマット等で構成され
る映像信号を、外部の表示機器に出力する。
【００３２】
　ネットワーク通信部２０７は、例えばインターネットに接続可能な通信モジュール等で
構成される。ネットワーク通信部２０７は、システム制御部２０２の要求に従い、インタ
ーネット１０４に対し所定のデータを送受信する。
【００３３】
　インターネットブラウザ２０８は、システム制御部２０２の指示に従い、ネットワーク
通信部２０７を介してインターネット１０４から取得したコンテンツの表示制御や管理を
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行うソフトウェアである。インターネットブラウザ２０８は、メモリ内に記憶され、シス
テム制御部２０２がデータ保存部から読み出して制御を行う。また、インターネットブラ
ウザ２０８は、専用の回路によって実装してもよい。
【００３４】
　また、インターネットブラウザ２０８に表示するＵＲＬは、後述するデータ送受信部２
１０やネットワーク通信２０７より受信したり、あるいは図示しないリモコン等によって
ユーザが入力することにより取得する。
【００３５】
　データ保存部２０９は、フラッシュメモリや光ディスク、または磁気ディスク等の情報
記録装置により構成され、受信したデジタル放送の番組情報やインターネット１０４から
取得したコンテンツや、各処理部の動作に必要なデータを記憶する。
【００３６】
　データ送受信部２１０は、モバイル端末１０１などの外部の端末と例えばＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈや無線ＬＡＮ等の規格に準拠した無線通信を行う通信装置で構成する。データ送受
信部２１０は、当該通信で得たデータや信号をシステム制御部２０２に出力する。
【００３７】
　モバイル端末１０１は、図３に示すように、通信部３００、システム制御部３０１、イ
ンターネットブラウザ３０２、データ保存部３０３、映像処理部３０４、表示部３０５、
データ送受信部３０６、を備える。
【００３８】
　通信部３００は、基地局１０３と無線通信を行う機能を備えており、後述するシステム
制御部３０１の要求に従い、必要なデータの送受信を基地局１０３に対して行う。通信部
３００は、例えば例えばフロントエンドモジュール等の送受信装置により構成される。
【００３９】
　システム制御部３０１は、例えばMPU、マイクロプロセッサ等の情報処理装置から構成
され、インターネットへのアクセスやその他のモバイル端末１０１の動作に必要な各処理
部の制御を行う。
【００４０】
　インターネットブラウザ３０２は、システム制御部３０１の指示に従い、通信部３００
及び基地局１０３を介してインターネット１０４から取得したコンテンツの管理と表示制
御とを行うソフトウェアである。インターネットブラウザ３０２は、メモリ内に記憶され
、システム制御部３０１がデータ保存部から読み出して制御を行う。また、インターネッ
トブラウザ３０２は、専用の回路によって実装してもよい。また、インターネットサイト
のＵＲＬは、後述するＵＲＬの入力部１０２や、通信部３００やデータ送受信部３０６に
よって取得する構成とする。
【００４１】
　データ保存部３０３は、フラッシュメモリ等から構成され、インターネット１０４から
取得したコンテンツや各処理部の動作に必要なデータを記憶する。
【００４２】
　映像処理部３０４は、例えばMPU等の処理装置で構成される。映像処理部３０４は、イ
ンターネットブラウザ３０２から供給されたコンテンツを、表示部３０５で処理可能な形
態に変換して出力する。
【００４３】
　表示部３０５は、例えば、表示パネルとパネル制御回路とパネル制御ドライバとから構
成され、映像処理部３０４から供給されるデータで構成される映像を表示パネルに表示す
る。
【００４４】
　データ送受信部３０６は、インターネット接続端末１００などの外部の端末と例えばＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮ等の規格に準拠した無線通信を行い、それら
の通信で得たデータや信号をシステム制御部３０１に出力する。
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【００４５】
　インターネット接続端末１００及びモバイル端末１０１は、後述する通り、モバイル端
末１０１に表示中のインターネットサイトをインターネット接続端末１００で表示し、さ
らにユーザはモバイル端末１０１を用いてインターネット接続端末１００を操作すること
が可能であり、図４に示すように、状態Ａ、画面表示４０１、ボタン表示４０２、画面表
示４０３、状態Ｂ、画面表示４０４、ボタン表示４０５、画面表示４０６、によりインタ
ーネット接続端末１００及びモバイル端末１０１の画面の構成や画面遷移の概要が示され
る。
【００４６】
　状態Ａは、ユーザがモバイル端末１０１でインターネット閲覧中の両端末の画面の状態
を示している。画面表示４０１は、モバイル端末１０１の表示部３０５にインターネット
サイトを表示した際の例を示している。また、ボタン表示４０２はモバイル端末１０１の
表示部３０５内に表示されるアイコンであり、該ボタン表示４０２と関係するボタンの操
作により行われる動作の関係を表示する。ボタン表示４０５も同様である。本例では、ユ
ーザが入力部１０２を用いてボタン表示４０２の選択に対応するボタンを押下することに
より、後述するインターネットサイトの表示をインターネット接続端末１００に切り替え
る処理が行われる。当該ボタンには通常携帯電話の他の機能が割り当てられており、モバ
イル端末１０１にてインターネットサイトを表示している場合に切り替え処理に割り当て
られる構成としてもよい。画面表示４０３はインターネット接続端末の表示部２０６にテ
レビ番組を表示した際の例を示している。
【００４７】
　状態Ｂは、ユーザがインターネット接続端末１００でインターネット閲覧中の両端末の
画面状態を示している。画面表示４０４はモバイル端末１０１の表示部３０５にモバイル
端末１０１を使用してインターネット接続端末１００を操作する際の操作ガイド表示した
際の例を示している。また、該画面表示４０４が表示されている間は、モバイル端末１０
１はインターネット接続端末１００に対して操作することが可能となる。画面表示４０６
はインターネット接続端末の表示部２０６にインターネットサイトを表示した際の例を示
している。また、該画面表示４０６では、前記画面状態４０１でモバイル端末１０１に表
示されていたインターネットサイトのホームページがインターネット接続端末１００に表
示されている様子を示している。本例では、ユーザが入力部１０２を用いてボタン表示４
０５の選択に対応するボタンを押下することにより、後述するインターネットサイトの表
示をインターネット接続端末１００から携帯端末１０１に切り替える処理が行われる。
【００４８】
　ここで、状態Ａから状態Ｂに切り替わる場合には、モバイル端末１０１上でのインター
ネットサイトの表示は終了する。また、状態Ｂから状態Ａに切り替わる場合には、インタ
ーネット接続端末１００でのインターネットサイトの表示は終了する。
【００４９】
　なお、ボタン表示４０２、４０５及びそれらに対応するボタンの代わりに、タッチパネ
ル式の入力装置を備えてもよい。
【００５０】
　次に、上記構成のインターネット接続端末１００及びモバイル端末１０１の動作を図２
、図３、図４、及び図５のフローチャートを参照して説明する。
【００５１】
　インターネット接続端末１００は、デジタル放送を受信再生中に、ユーザの操作により
モバイル端末１０１から無線通信にてインターネットサイトのＵＲＬが送信されると、該
URLが示すインターネットサイトを表示する。また、この表示に続いてモバイル端末１０
１によるインターネット接続端末１００の操作を受け付けるものである。
【００５２】
　先ず、インターネット接続端末１００がデジタル放送を受信再生する動作について図２
を参照して説明する。
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【００５３】
　ユーザが、インターネット接続端末１００に対し、図示しないリモコン等を用いた操作
により、デジタル放送の受信再生の開始を指示したとする。
【００５４】
　この場合、インターネット接続端末１００は前記指示に応答して、データ送受信部２１
０が前記リモコンから受信したデジタル放送の受信再生の開始を指示する信号を、所定の
情報に置換してシステム制御部２０２に通知する。システム制御部２０２は、デジタル放
送受信部２００、デジタル放送信号処理部２０１、音声処理部２０３、映像処理部２０５
に、受信処理の開始する指示を与える。
【００５５】
　前記システム制御部２０２からの指示により、デジタル放送受信部２００は、アンテナ
及びケーブルから得られる信号に基づき、デジタル放送信号処理部２０１でデジタル処理
可能なデータを復元する。また、復元したデータをデジタル放送信号処理部２０１に出力
する。
【００５６】
　デジタル放送信号処理部２０１は、受信したデータに含まれる映像データや音声データ
を分離し、各々を所定の映像信号や音声信号に変換して出力する。また、この際に映像信
号と音声信号が対応して出力されるように、各々の信号の出力タイミングの同期を取る。
【００５７】
　音声処理部２０３はデジタル放送信号処理部２０１から受けた音声信号をスピーカ２０
４の入力に適した信号に変換し出力する。これにより、スピーカ２０４から音声が出力さ
れる。
【００５８】
　一方、映像処理部２０５はデジタル放送信号処理部２０１から受けた映像信号を表示部
２０６の入力に適した信号に変換し出力する。これにより、表示部２０６から映像が出力
される。
【００５９】
　以上の一連の動作により、インターネット接続端末１００によりデジタル放送の受信再
生がなされる。
【００６０】
　次に、インターネット接続端末１００がインターネット１０４にアクセスし、インター
ネットサイトを表示する動作について図２を参照して説明する。
【００６１】
　ユーザが、入力部１０２等を用いてインターネット接続端末１００に対し、後述するよ
うに、モバイル端末１０１を用いて、無線通信によりインターネットサイトのＵＲＬを送
信したとする。この場合、インターネット接続端末１００は前記ＵＲＬの送信に応答して
、データ送受信部２１０にて前記無線通信のデータを受信し、該データから得られるＵＲ
Ｌをシステム制御部２０２に通知する。
【００６２】
　システム制御部２０２はインターネットブラウザ２０８に該ＵＲＬを出力する。該ＵＲ
Ｌを受け取ったインターネットブラウザ２０８は、システム制御部２０２およびネットワ
ーク通信部２０７を介して該ＵＲＬが示すインターネットサイトにアクセスし、インター
ネットサイトのホームページのデータを受信する。
【００６３】
　ネットワーク通信部２０７は、例えばＨＴＴＰ等の通信プロトコルを用いてインターネ
ット１０４にアクセスし、前記インターネットサイトのホームページのデータを受信し、
システム制御部２０２を介して、該データをインターネットブラウザ２０８に出力する。
インターネットブラウザ２０８は受信した該データからホームページとして表示する画像
を構成し、該画像を映像処理部２０５の入力に適した映像信号に変換して出力する。
【００６４】
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　映像処理部２０５はインターネットブラウザ２０８から得られる映像信号を表示部２０
６の入力に適した信号に変換し出力する。これにより、表示部２０６から前記ホームペー
ジの画像が出力される。また、前記の一連の動作において、一時的に端末内に蓄積するデ
ータがある場合には、インターネットブラウザ２０８が必要に応じて該データをデータ保
存部２０９に保存する。
【００６５】
　モバイル端末１０１は、インターネットサイトを表示中に後述する所定のユーザ操作を
行うことにより、無線通信にて該インターネットサイトのＵＲＬをインターネット接続端
末１００に送信し、該送信に続いてモバイル端末１０１がインターネット接続端末１００
を操作可能な状態になり、ユーザがモバイル端末１００を用いてインターネット接続端末
１００を操作することを可能にするものである。
【００６６】
　先ず、モバイル端末１０１が基地局１０３を介してインターネット１０４にアクセスし
、インターネットサイトを表示する動作について図３を参照して説明する。
【００６７】
　ユーザがモバイル端末１０１の入力部１０２を介してモバイル端末１０１に対する所定
の操作を行い、モバイル端末１０１にあるインターネットサイトの表示を指示したとする
。
【００６８】
　この場合、モバイル端末１０１のシステム制御部３０１は入力部１０２を介して受けた
前記ユーザの指示により、インターネットサイトの表示を行うインターネットブラウザ３
０２を起動する。システム制御部３０１は、該インターネットブラウザ３０２が、通信部
３００を介して、起動直後に表示するインターネットサイトにアクセスし、該インターネ
ットサイトのホームページのデータを受信するように指示を与える。
【００６９】
　通信部３００は無線通信にて基地局１０３と通信を行い、該基地局１０３を介してイン
ターネット１０４にアクセスし、前記インターネットサイトのホームページのデータを受
信する。さらに通信部３００はシステム制御部３０１を介して、該データをインターネッ
トブラウザ３０２に出力する。インターネットブラウザ３０２は受信した該データからホ
ームページとして表示する画像を構成し、該画像を映像処理部３０４の入力に適した映像
信号に変換して出力する。映像処理部３０４はインターネットブラウザ３０２から得られ
る映像信号を表示部３０５の入力に適した信号に変換し出力する。これにより、表示部３
０５から前記ホームページの画像が出力される。また、前記の一連の動作において、一時
的に端末内に蓄積するデータがある場合には、インターネットブラウザ３０２が必要に応
じて該データをデータ保存部３０３に保存する。
【００７０】
　同様に、モバイル端末１０１は、ユーザの入力により、またはハイパーリンクに組込ま
れているＵＲＬを取得し、このＵＲＬが示すインターネットサイトにアクセスするように
制御する。また、システム制御部３０１は、インターネットブラウザ３０２が表示したイ
ンターネットサイトのＵＲＬをデータ保存部３０３に記憶するように制御する。
【００７１】
　次に、インターネット接続端末１００とモバイル端末１０１を用いて、モバイル端末１
０１で表示するインターネットサイトをインターネット接続端末１００で表示し、この表
示に続いてモバイル端末１０１によりインターネット接続端末１００を操作する動作の詳
細について図４及び図５のフローチャートを参照しながら説明する。
【００７２】
　図５では、モバイル端末１０１の動作を枠５００の中に示し、インターネット接続端末
１００の動作を枠５１３の中に示している。以降の説明では枠５００内の動作の流れと枠
５１３内の動作の流れを並行して説明することにより、モバイル端末１０１とインターネ
ット接続端末１００のそれぞれの動作の流れと、両端末の動作の流れにおける関係を同時
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に説明する。また以降の説明では、モバイル端末１０１を一例として携帯電話とし、イン
ターネット接続端末１００を一例としてインターネット接続機能を有するテレビとする。
【００７３】
　先ず、ユーザは予め、携帯電話に対し、所定の設定画面にて後述するインターネットの
閲覧を行う対象となるテレビの種類を、例えば入力部１０２を用いてメーカや型番の指定
により設定する（ステップ５０１）。ここで、データ保存部３０３には、入力された型番
等の番号と、ユーザになされる操作と、送信すべき信号や情報とを対応づけて記憶してい
る。そして、制御手段３０１がデータ保存部を入力された操作と、送信する情報とを対応
づけることによりテレビへ送信するコマンドを設定する。このコマンドの設定により、テ
レビに認識されうるコマンドを携帯電話から送信可能な状態となる。
【００７４】
　ユーザは所定の操作によりテレビの電源を入れ、テレビは先に述べた仕組みによりデジ
タル放送受信部２００から受信する放送を受信再生する（ステップ５１４）。前記ステッ
プ５１４はユーザがテレビを単体で使用する場合の状態であり、この状態をテレビの通常
モードとする。電源が入っている状態とは、少なくとも主電源が入っている状態を指す。
【００７５】
　ユーザは携帯電話に所定のインターネットの表示を開始する操作を行う。該操作により
、携帯電話の表示部３０５には画面表示４０１に示すようにインターネットサイトが表示
され、ユーザはインターネットサイトを閲覧することができる（ステップ５０２）。
【００７６】
　前記ステップ５０１と５０２はユーザが携帯電話を単体で使用する場合の状態であり、
この状態を携帯電話の通常モードとする。
【００７７】
　前記インターネットサイトの閲覧中に、ユーザが該インターネットサイトをテレビで閲
覧しようとしたとする。この場合、ユーザは携帯電話の表示部３０５内に表示されるボタ
ン４０２表示を選択する操作を入力部１０２によって行う（ステップ５０３）。前記操作
により、携帯電話は該インターネットサイトの表示をテレビに切り換える処理を行うため
の状態である表示切り換えモードとなる。
【００７８】
　携帯電話が表示切り換えモードになると、携帯電話のシステム制御部３０１は、表示中
のインターネットサイトのＵＲＬを、データ送受信部３０６を介してテレビに送信する（
ステップ５０４）。また、システム制御部３０１は、ＵＲＬを送信した後に、またはＵＲ
Ｌを送信するとともに、携帯端末上でのインターネットサイトの表示を終了するように、
表示部３０５等を制御する。また、携帯電話は、URLとともに、テレビに対して、インタ
ーネットサイトの表示を指示する信号を送信する構成としてもよい。
【００７９】
　テレビは前記ＵＲＬをデータ送受信部２１０を介して携帯電話から受信し（ステップ５
１５）、先に述べた手順により前記ＵＲＬが示すインターネットサイトに接続し、画面表
示４０６に示すように、表示部２０６にインターネットサイトを表示する（ステップ５１
６）。前記ステップ５１６により、テレビは携帯電話からの操作を受け付ける状態になり
、この状態を外部操作受入モードとする。また、ステップ５１６の動作により、テレビの
表示は、それ以前に表示していたコンテンツから携帯電話から受信したＵＲＬに対応する
コンテンツに切り替わる。
【００８０】
　一方、携帯電話では、前記ＵＲＬを送信した後に、システム制御部３０１が入力部１０
２の一部のキーを用いて、後述するテレビを操作可能な構成となり、この状態を操作切り
換えモードとする。表示部３０５には、例えば画面表示４０４に示すように該キーの押下
により可能な操作の内容をユーザに説明する表示を行う（ステップ５０５）。
【００８１】
　ここで、前記テレビを操作可能な構成とは、入力部１０２の一部のキーを押下すること
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により、ステップ５０１で設定された種類のテレビが判別可能な、テレビに対する操作を
示すデータを送信することであり、該データは例えばステップ５０１で設定された種類の
テレビのリモコンが送信するデータと同じ内容となる。これにより、ユーザが前記テレビ
に表示中のインターネットサイトの選択項目の移動や、選択項目の決定などの操作を行お
うとした場合には、携帯電話の前記入力部１０２のキーのうち、画面表示４０４が示す操
作内容に対応するキーを押下することにより、携帯電話からテレビに対して該操作の指示
を示す情報や信号を送信する（ステップ５０６）。本ステップの動作により携帯電話はテ
レビのリモコンとして機能する。また、本ステップの動作は例えば制御３０１の制御によ
り行う。
【００８２】
　携帯電話から前記操作の指示を示す情報や信号をデータ送受信部２１０により受信した
テレビは、システム制御部２０１の制御によりインターネットを表示する画面表示４０６
の画面やインターネットブラウザ２０８の動作に該指示の内容を反映させる（ステップ５
１７）。
【００８３】
　上述のようなユーザがテレビでインターネットサイトを閲覧する状態から、再び携帯電
話でインターネットサイトを閲覧する状態に戻ろうとした場合、ユーザは携帯電話の表示
部３０５内に表示されるボタン表示４０５を選択する操作を行う（ステップ５０７）。該
操作により、携帯電話はデータ送受信部３０６を介した通信によりインターネットの表示
の終了を示すデータをテレビに送信する（ステップ５０８）。また、システム制御部２０
２は、ＵＲＬを送信した後に、またはＵＲＬを送信するとともに、テレビ上でのインター
ネットサイトの表示を終了するように、表示部２０６等を制御する。
【００８４】
　データ送受信部２１０により前記データを受信したテレビは、インターネットサイトの
表示を中止する（ステップ５１８）。さらに、最後にテレビが表示していたインターネッ
トサイトのＵＲＬをデータ送受信部２１０を介して携帯電話に送信し（ステップ５１９）
、インターネットの表示を開始する前に表示していたテレビ番組を例えば画面表示４０３
のように表示する（ステップ５２０）。前記ステップ５２０ではテレビは再びテレビ単体
で動作する状態となり、通常モードとなる。また、ステップ５２０においては、テレビは
携帯電話からＵＲＬを受信する以前に表示していたコンテンツの表示を再開する。なお、
ステップ５２０にて、テレビはインターネットサイトの表示を終了するのみでもよい。ユ
ーザは、テレビの表示を終了する操作の手間を軽減することが可能となる。
【００８５】
　また、携帯電話は、前記最後にテレビが表示していたインターネットサイトのＵＲＬを
受信し、該ＵＲＬのインターネットサイトにアクセスし、表示を行う（ステップ５１０）
。この動作により、インターネットサイトの表示がテレビから携帯電話に切り替わるため
、携帯電話は表示切り換えモードとなる。このステップの動作は、例えば制御部３０１の
制御によって行われる。また、このステップの動作により携帯電話においてインターネッ
トサイトの表示が再開されることになる。
【００８６】
　この際、システム制御部３０１は携帯電話からテレビを操作するために使用していた入
力部１０２の一部のキーに割り当てる機能を変更し、通常の携帯電話を操作するキーとし
て扱う（ステップ５１１）。また、画面表示は例えば画面表示４０４から画面表示４０１
に切り替わり、ユーザは画面表示４０１のように表示されるインターネットサイトの閲覧
を継続する（ステップ５１２）。ステップ５１２では再び携帯電話単体で動作する状態に
復帰するため、携帯電話は通常モードとなる。
【００８７】
　このように、モバイル端末１０１で閲覧するインターネットサイトのＵＲＬを無線通信
によりインターネット接続端末１００に送信し、該ＵＲＬを受信したインターネット接続
端末１００にてインターネットサイトを表示し、さらにユーザがインターネットサイトを
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表示したインターネット接続端末１００の操作をモバイル端末１０１を用いて行う。
【００８８】
　モバイル端末１０１は、ユーザがインターネットの表示をインターネット接続端末１０
０に切り換えるためのボタンを一度押下するだけで、モバイル端末１０１が単体で動作す
る通常モードから、インターネット接続端末１００に表示を切り換える表示切り換えモー
ドになり、さらにこれに続いてインターネット接続端末１００をモバイル端末１０１で操
作する操作切り換えモードに次々と遷移する。また、再びモバイル端末１０１でインター
ネットを表示する際にも、インターネットをモバイル端末１０１で見るためのボタンを一
度押下するだけで、操作切り換えモードを終了し、表示切り換えモードに遷移し、さらに
通常モードに復帰するという一連の動作を行う。
【００８９】
　これにより、ユーザは新しくインターネットサイトの表示を行おうとする端末に対して
操作することなく、モバイル端末１００だけを用いた簡単な操作によりインターネットサ
イトをより大きな画面で表示し、さらにモバイル端末１００を継続して用いて新しくイン
ターネットサイトを表示した端末の操作を行うことができ、ユーザはインターネットサイ
トの表示を異なる端末間で円滑に切り替えることができる。
【００９０】
　なお、上述の実施例において、画面表示４０６ではインターネット接続端末１０１の表
示部２０６に全画面表示でインターネットサイトを表示しているが、インターネットサイ
トは画面の一部に表示されてもよい。
【００９１】
　本実施例では、インターネットサイトをモバイル端末１０１で閲覧している場合におい
て、インターネット網を介して行う通信と、受信した情報を映像として出力する処理とを
行う主体が、モバイル端末１０１からインターネット接続装置１００に切り替わることと
なる。このため、例えばインターネット接続装置１００がインターネット網を介して通信
を行う通信速度がモバイル端末１０１ネットワーク網を介して行う通信速度よりも高速で
ある場合には、ユーザは、インターネットサイト閲覧のための操作をモバイル端末１０１
で行える一方、より高速な通信によりインターネットサイトの閲覧を行うことが可能とな
る。
【００９２】
　また、本実施例では、インターネット接続端末の例として、テレビ装置、セットボック
ス装置、DLNA対応サーバがあると述べた。本実施例をこれらの機器に適用すると、以下述
べる状況下において発生する問題点を解決することができる。
【００９３】
　例えば、これらのテレビ等の情報処理装置は、リビング等に設置され、複数人で共同利
用される事が多い。このため、テレビ等のディスプレイを利用した視聴を、急遽中断する
必要がある場合がある。具体的には、複数人でテレビを視聴することとなり、個人がイン
ターネットサイトの表示がしにくくなる場合である。
【００９４】
　この場合において、ユーザがインターネットサイト等の視聴をモバイル端末１００にて
継続するには、例えば、テレビの表示をインターネットサイトの表示画面を消し、通信機
能付きの携帯電話のブラウザを起動し、ディスプレイで表示していたURLを携帯電話に入
力することにより、通信機能付き携帯電話により視聴を継続する事が考えられる。しかし
、この方法では操作に多大なステップがかかるという問題がある。
【００９５】
　これに対して、本実施例のモバイル端末１０１、インターネット接続装置１００による
と、例えば上記のような問題点を解決し、表示と通信の主体をモバイル端末１０１からイ
ンターネット接続装置１００に切り換えるのみならず、インターネット接続装置１００か
らモバイル端末に切り換える動作を使い勝手良く行えることが可能となる。
【００９６】
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　なお、本実施例においては、コンテンツ情報の例として、インターネットサイトについ
て説明したが、本実施形式においてはこれに限らず、テレビ番組等、その他のコンテンツ
を示す情報でもよい。また、識別情報の例として、ＵＲＬについて説明したが、これに限
られるものではない。例えば、識別情報としてもテレビ番組のチャンネルを示す情報等を
行ってもよい。
【実施例２】
【００９７】
　次に、実施例２について説明する。本実施例では、実施例１のインターネット接続端末
１００及びモバイル端末１０１において、ＵＲＬの送受信や各種操作の指示の送受信に用
いる通信に赤外線通信を用いて実施例１と同等の動作を実現する方法について説明する。
【００９８】
　以下、本実施例を図面に基づいて説明する。また、以下において、先の実施例と均等な
ものには同一の符号を付し、その説明は重複を避ける為に割愛する。
【００９９】
　図６に示す実施例２のインターネット接続端末１００は、図２に示す実施例１と異なり
、データ送受信部２１０が赤外線送受信部６００となっており、該赤外線送受信部６００
は、例えば、製造メーカー等によって規定される赤外線コマンドの通信フォーマットや、
ＩｒＤＡ規格に準拠した赤外線通信を用いてデータの送受信を行う。
【０１００】
　図７に示す実施例２のモバイル端末１０１は、図３に示す実施例１と異なり、データ送
受信部３０６が赤外線送受信部７００となっており、該赤外線送受信部７００は例えばＩ
ｒＤＡ規格に準拠した赤外線の信号を用いてデータの送受信を行う。
【０１０１】
　以下図６と図７及び図８のフローチャートを参照して本実施例の動作を説明する。本実
施例では、インターネット接続端末１００は、デジタル放送を受信再生中に、ユーザの操
作によりモバイル端末１０１から赤外線通信にてインターネットサイトのＵＲＬが送信さ
れてくると、該インターネットサイトを表示し、この表示に続いてモバイル端末１０１に
よるインターネット接続端末１００の操作を赤外線通信にて受け付けるものである。
【０１０２】
　図８は、本発明の実施例１で用いた図５のフローチャートに、太枠で示すステップを加
えたものである。図８は図５と同様に、モバイル端末１０１の動作を枠５００の中に示し
、インターネット接続端末１００の動作を枠５１３の中に示しており、以降の説明では枠
５００内の動作の流れと枠５１３内の動作の流れを並行して説明することにより、モバイ
ル端末１０１とインターネット接続端末１００のそれぞれの動作の流れと、両端末の動作
の流れにおける関連を同時に説明する。また以降の説明では、モバイル端末１０１の例と
して携帯電話とし、インターネット接続端末１００の例としてインターネット接続機能を
有するテレビとする。
【０１０３】
　先ず、ユーザは予め、携帯電話に対し、所定の設定画面にて後述するインターネットの
閲覧を行う対象となるテレビの種類を、例えば入力部１０２を用いてメーカや型番の指定
により設定する（ステップ５０１）。本実施例においては、コマンドは、例えば、テレビ
において受信及び処理を行うことができる汎用の赤外線コマンドとする。汎用の赤外線コ
マンドは、例えばPPM(Pulse Position Modulation)信号の形式で送信されるコマンドとす
る。また、汎用の赤外線コマンドのフォーマットは、例えばメーカ毎に定められ、付属す
るリモコンとの通信に利用されるフォーマットとする。
【０１０４】
　ユーザは所定の操作によりテレビの電源を入れ、テレビは先に述べた仕組みによりデジ
タル放送受信部２００から受信する放送を受信再生する（ステップ５１４）。
【０１０５】
　ユーザは携帯電話に所定のインターネットの表示を開始する操作を行う。該操作により
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、携帯電話の表示部３０５には画面表示４０１に示すようにインターネットサイトが表示
され、ユーザはインターネットサイトを閲覧することができる（ステップ５０２）。
【０１０６】
　前記インターネットサイトの閲覧中に、ユーザが該インターネットサイトをテレビで閲
覧しようとしたとする。この場合、ユーザは携帯電話の表示部３０５内に表示されるボタ
ン４０２を選択する操作を行う（ステップ５０３）。
【０１０７】
　前記操作により、携帯電話の赤外線送受信部７００は、ステップ５０１にて設定された
種類のテレビが認識可能な赤外線コマンドの送信により、テレビに対してＩｒＤＡの通信
の開始を指示する（ステップ８００）。当該赤外線コマンドを受信したテレビはＩｒＤＡ
の通信を開始し（ステップ８０１）、携帯電話に対してＩｒＤＡの通信の接続を要求する
（ステップ８０２）。一方、携帯電話は、ステップ８００にて赤外線コマンドを送信した
直後に、ＩｒＤＡの接続を開始する準備をし、テレビからの前記ＩｒＤＡの通信の接続を
要求に応答し、テレビと携帯電話間のＩｒＤＡの通信の接続が確立する（ステップ８０３
）。また、システム制御部３０１は、ＵＲＬを送信した後に、またはＵＲＬを送信すると
ともに、モバイル端末１０１上でのインターネットサイトの表示を終了するように、表示
部３０５等を制御する。
【０１０８】
　前記ＩｒＤＡの通信の接続が確立されたことを受け、携帯電話のシステム制御部３０１
は、表示中のインターネットサイトのＵＲＬを、赤外線送受信部７００によるＩｒＤＡの
通信を介してテレビに送信する（ステップ５０４）。
【０１０９】
　テレビは前記ＵＲＬを赤外線送受信部６００を介して携帯電話から受信する（ステップ
５１５）。さらにテレビは携帯電話に対してＵＲＬの受信に成功したことを示すデータを
赤外線送受信部６００によるＩｒＤＡの通信を介して携帯電話に送信する（ステップ８０
４）。携帯電話は前記ＵＲＬの受信に成功したことを示すデータを受信すると（ステップ
８０５）、赤外線送受信部７００によるＩｒＤＡの通信を切断する（ステップ８０６）。
該切断により、テレビも赤外線送受信部６００によるＩｒＤＡの通信を終了し、図示せぬ
リモコンなどから受け付ける通常の赤外線コマンドを受け付ける状態となる。さらに、先
に述べた手順により前記ＵＲＬが示すインターネットサイトに接続し、画面表示４０６に
示すように、表示部２０６にインターネットサイトを表示する（ステップ５１６）。
【０１１０】
　一方、携帯電話では、前記ＵＲＬを送信した後に、システム制御部３０１が入力部１０
２の一部のキーを用いて、後述するテレビを操作可能な構成にし、表示部３０５には、例
えば画面表示４０４に示すように該キーの押下により可能な操作の内容をユーザに説明す
る表示を行う（ステップ５０５）。ここで、前記テレビを操作可能な構成とは、入力部１
０２の一部のキーを押下することにより、ステップ５０１で設定された種類のテレビが判
別可能なテレビを操作する赤外線コマンドを赤外線送受信部７００を介して送信すること
であり、該赤外線コマンドは例えばステップ５０１で設定された種類のテレビの図示せぬ
リモコンが送信する赤外線コマンドと同じ内容となる。これにより、ユーザが前記テレビ
に表示中のインターンネットサイトの選択項目の移動や、選択項目の決定などの操作を行
おうとした場合には、携帯電話の前記入力部１０２のキーのうち、画面表示４０４が示す
操作内容に対応するキーを押下することにより、携帯電話からテレビに対して該操作の指
示を送信する（ステップ５０６）。
【０１１１】
　携帯電話から前記操作の指示を受信したテレビは、インターネットを表示する画面表示
４０６の画面やインターネットブラウザ２０８の動作に該指示の内容を反映させる（ステ
ップ５１７）。
【０１１２】
　上述のようなユーザがテレビでインターネットサイトを閲覧する状態から、再び携帯電
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話でインターネットサイトを閲覧する状態に戻ろうとした場合、ユーザは携帯電話の表示
部３０５内に表示されるボタン表示４０５を選択する操作を行う（ステップ５０７）。該
操作により、携帯電話は赤外線送受信部７００を介したインターネットの表示の終了を示
す赤外線コマンドをテレビに送信する（ステップ５０８）。
【０１１３】
　前記赤外線コマンドを受信したテレビは、インターネットサイトの表示を中止する（ス
テップ５１８）。さらに、テレビはＩｒＤＡの通信を開始し、携帯電話にＩｒＤＡの通信
の接続を要求する（ステップ８０８）。一方、携帯電話はステップ５０８で赤外線コマン
ドを送信した直後に、ＩｒＤＡの通信を開始し、テレビからの前記ＩｒＤＡの通信の接続
を要求を受け、ＩｒＤＡの通信の接続が確立する（ステップ８０９）。
【０１１４】
　前記通信の接続が確立されたことを受け、テレビは最後にテレビが表示していたインタ
ーネットサイトのＵＲＬを赤外線送受信部６００を介して携帯電話に送信する（ステップ
５１９）。携帯電話は当該ＵＲＬを受信し（ステップ５０９）、ＵＲＬの受信成功を示す
データをＩｒＤＡの通信によりテレビに送信する（ステップ８１０）。テレビは当該デー
タを受信し（ステップ８１１）、赤外線送受信部６００によるＩｒＤＡの通信を終了し、
図示せぬリモコンなどから受け付ける通常の赤外線コマンドを受け付ける状態となる（ス
テップ８１２）。さらに、テレビはインターネットの表示を開始する前に表示していたテ
レビ番組を例えば画面表示４０３のように表示する（ステップ５２０）。
【０１１５】
　一方、前記最後にテレビが表示していたインターネットサイトのＵＲＬを受信した携帯
電話は、ＩｒＤＡによる通信を終了し（ステップ８１３）、該ＵＲＬのインターネットサ
イトにアクセスし、表示を行う（ステップ５１０）。この際、システム制御部３０１は携
帯電話からテレビを操作するために使用していた入力部１０２の一部のキーにわりあてる
機能を変更し、通常の携帯電話を操作するキーとして扱う（ステップ５１１）。また、画
面表示は例えば画面表示４０４から画面表示４０１に切り替わり、ユーザは画面表示４０
１のように表示されるインターネットサイトの閲覧を継続する（ステップ５１２）。
【０１１６】
　このように、モバイル端末１０１で閲覧するインターネットサイトのＵＲＬを赤外線通
信によりインターネット接続端末１００に送信し、該ＵＲＬを受信したインターネット接
続端末１００にてインターネットサイトを表示し、さらにユーザがインターネットサイト
を表示したインターネット接続端末１００の操作をモバイル端末１０１を用いて行う。ま
た、これらのＵＲＬや操作の指示の送信に際し、テレビがリモコンなどから受信する赤外
線コマンドによる通信とＩｒＤＡによる通信を上述のように切り替えながら携帯電話を用
いたテレビの操作を実現する。
【０１１７】
　これにより、ユーザは新しくインターネットサイトの表示を行おうとする端末に対して
操作することなく、モバイル端末１００だけを用いた簡単な操作によりインターネットサ
イトをより大きな画面で表示し、さらにモバイル端末１００を継続して用いて新しくイン
ターネットサイトを表示した端末の操作を行うことができ、ユーザはインターネットサイ
トの表示を異なる端末間で円滑に切り替えることができる。
【０１１８】
　なお、本実施例の構成では、前記ＵＲＬを送信する際にＩｒＤＡの通信を用いているが
、ＩｒＤＡの通信の通信に限らず、他の通信手段を用いてもよい。
【０１１９】
　また、本実施例では、インターネット接続端末１００の例として、テレビ装置、セット
ボックス装置、DLNA対応サーバがあると述べたが、本実施例をこれらの機器に適用すると
以下述べる状況下において発生する問題点を解決することができる。
【０１２０】
　例えば、テレビ装置に用いられる汎用の赤外線コマンドでは、送受信できるコマンドの
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種類が限定されている、あるいは通信速度に制限がある。一方、URLや、操作情報を示す
信号は、単にリモコンで電源をオンオフするために送受信する信号に比べて、その情報量
が多い。このため、汎用の赤外線コマンドを利用した場合は、URLや操作情報を携帯端末
と情報処理装置の間で送受信することはできない、あるいはできても情報の送受信に時間
がかかるという問題点がある。
【０１２１】
　一方、IrDAに準拠した通信を行う場合は、情報を送受信するために、モバイル端末１０
１とインターネット接続端末１００との間で通信を確立する必要がある。このため、汎用
コマンドからIrDAに通信の切り換えを行わない場合には、常に情報処理装置側で、IrDAに
よる通信を待ち受ける状態にする必要がある。そして、常に接続を確立しておく状態とす
ると、インターネット接続端末１００が他の機器との赤外線通信を行えなくなるという不
具合が生ずる。
【０１２２】
　これに対して本実施例では、汎用の赤外線コマンドによる命令をトリガーにして通信を
切り換えるため、上記不具合を解消し、使い勝手の向上を図ることが可能となる。
【０１２３】
　なお、本実施例では、IrDAによる通信を例として説明したが、例えば、Bluetoothによ
る通信や、無線ＬＡＮ等の無線通信、音波による通信等の近距離通信を利用することも可
能である。情報の送受信に通信リンクを確立させておく必要がある通信方式で通信を行う
際には、本実施例は特に有用となる。
【０１２４】
　なお、本実施例においては、コンテンツ情報の例として、インターネットサイトについ
て説明したが、本実施形式においてはこれに限らず、テレビ番組等、その他のコンテンツ
を示す情報でもよい。また、識別情報の例として、ＵＲＬについて説明したが、これに限
られるものではない。例えば、識別情報としてもテレビ番組のチャンネルを示す情報等を
行ってもよい。
【実施例３】
【０１２５】
　次に実施例３について説明する。本実施例では、実施例１のインターネット接続端末１
００及びモバイル端末１０１において、ＵＲＬの送受信や各種操作の指示の送受信を行う
際に、単にＵＲＬが示すインターネットサイトを表示するのみならず、モバイル端末１０
１でインターネットサイトを表示していた状態まで、モバイル端末１０１からインターネ
ット接続装置１００に引き継ぐ動作を実現する方法について説明する。
【０１２６】
　ここで、表示している状態とは、例えば、認証が必要なインターネットサイトについて
モバイル端末１０１で、ログイン後の画面を表示させている状態をいう。また、表示して
いる状態とは、例えば、URLが変わらぬまま動的にコンテンツの表示状態が変化するイン
ターネットサイトにおける変化後の表示状態をいう。
【０１２７】
　そして、表示の状態を示す情報として、例えば表示部３０５での表示に影響を与えたユ
ーザの操作の履歴を示す情報がある。表示の状態を示す情報として、ＵＲＬには含まれず
、インターネットサイトを閲覧する場合に表示画面３０５の表示に影響を与える情報を含
んでもよい。また、表示の状態を示す情報として、Shift-JISやＥＵＣ、UTF-8等の文字エ
ンコードを示す情報でもよい。また、例えば、表示の状態を示す情報として、Ｃｏｏｋｉ
ｅをでもよい。また、表示の状態を示す情報は、モバイル端末１０１でインターネットサ
イトを表示させている場合において、表示が切り替わる際に表示部３０５に表示されてい
たポインターの位置や、スクロールバーの位置等を示す情報でもよい。また、ポインター
等の位置については、表示画面中におけるポインターの相対的な位置を示す情報でもよい
。これにより、モバイル端末１０１とインターネット接続端末１００の表示領域の大きさ
が異なる場合でも、その相対的な位置をインターネット接続端末１００において再現可能
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となる。
【０１２８】
　以下、本実施例を図面に基づいて説明する。なお、本説明では、認証処理を伴うインタ
ーネットサイトをモバイル端末１０１からインターネット接続端末１００に引き継ぐ例に
ついて説明する。また、以下において、先の実施例と均等なものには同一の符号を付し、
その説明は重複を避ける為に割愛する。
【０１２９】
　図９は、本実施例において認証処理を伴うインターネットサイトをユーザが閲覧する際
に、モバイル端末１０１が記録する該インターネットサイトに対するユーザ操作の操作履
歴９００のデータの構成要素と内容の一例を示しており、モバイル端末１０１は該操作履
歴９００をデータ保存部３０３に保存する。
【０１３０】
　この操作履歴９００に含まれる情報としては、例えば、テキストボックスに入力した文
字列や、インターネットサイト上でクリックされたボタンやアイコンを示す情報や、リス
トボックス上で選択された内容を示す情報がある。また、操作履歴９００に含まれる情報
として、このような操作の結果として表示されるＵＲＬを示す情報を含んでもよい。
【０１３１】
　図１０は、本実施例においてＵＲＬが変更することなく動的に内容が変化するインター
ネットコンテンツをユーザが閲覧する際に、モバイル端末１０１が記録する該インターネ
ットコンテンツに対するユーザ操作の操作履歴１０００のデータの構成要素と内容の一例
を示しており、モバイル端末１０１は該操作履歴１０００をデータ保存部３０３に保存す
る。操作履歴１０００には、例えば、クリックされた座標の位置を示す情報が含まれる。
【０１３２】
　図１１は、本実施例においてモバイル端末１０１がインターネット接続端末１００に送
信する送信データ１１００を示しており、該送信データ１１００は、データ長やデータ種
別の識別情報が記載されたヘッダ・データ１１０１と、インターネットサイトのＵＲＬ１
１０２と、操作履歴９００とから構成される。
【０１３３】
　以下、図９と図１０と図１１及び図１２のフローチャートを参照して本実施例の動作を
説明する。本実施例では、モバイル端末１０１は、例えば、ユーザが閲覧するインターネ
ットサイトが、認証処理を伴うインターネットサイトや、ＵＲＬが変更することなく動的
に内容が変化するインターネットコンテンツ等である場合に、該インターネットサイトに
対するユーザ操作の操作履歴９００を記録する。また、実施例１と同様の方法で、モバイ
ル端末１０１は、インターネット接続端末１００にインターネットサイトのＵＲＬを送信
する際に、該ＵＲＬに加え、該操作履歴９００とから構成される送信データ１１００を送
信する。さらに、インターネット接続端末１００は、前記送信データ１１００を受信する
ことにより、該ＵＲＬが示すインターネットサイトにアクセスし、該操作履歴９００が示
すユーザ操作と同じ操作を表示したインターネットサイトに対して行い、前記操作を終え
た状態のインターネットサイトの表示を行うものである。
【０１３４】
　図１２は、本発明の実施例１で用いた図５のフローチャートに、太枠で示すステップを
加えたものである。図１２は図５と同様に、モバイル端末１０１の動作を枠５００の中に
示し、インターネット接続端末１００の動作を枠５１３の中に示しており、以降の説明で
は枠５００内の動作の流れと枠５１３内の動作の流れを並行して説明する。つまり、モバ
イル端末１０１とインターネット接続端末１００のそれぞれの動作の流れと、両端末の動
作の流れにおける関連を同時に説明する。また、以降の説明では、モバイル端末１０１を
一例として携帯電話とし、インターネット接続端末１００を一例としてインターネット接
続機能を有するテレビとする。
【０１３５】
　本実施例では、ステップ５０２においてユーザがインターネットサイトを閲覧している
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際に、ユーザが該インターネットサイトに対して選択、入力等の操作を行うごとに、携帯
電話は操作履歴９００及び操作履歴１０００をデータ保存部２０９に記録する（ステップ
１２０１）。
【０１３６】
　なお、このとき携帯電話はユーザが閲覧したすべてのインターネットサイトに関する操
作履歴９００及び操作履歴１０００を記録する必要はなく、例えば、ＵＲＬがＨＴＴＰＳ
（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）では
じまるなどセキュリティが重要なインターネットサイトである場合や、ＡＳＰ（Ａｃｔｉ
ｖｅ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｐａｇｅｓ）等の機能で動的に生成されたインターネットサイトで
ある場合や、表示したインターネットサイトのドキュメントの構成情報にいわゆるＦＬＡ
ＳＨ（登録商標）等のインタラクティブなコンテンツが含まれる場合などに、これらのイ
ンターネットサイトに関してのみ操作履歴９００及び操作履歴１０００を記録しても良い
。インターネットサイトがFLASHやASPのコンテンツを含む場合には、そのソースファイル
にタグにより定義されているため、携帯電話はこのタグによりサイトの種類を判別するこ
とができる。
【０１３７】
　また、インターネットサイトが動的に生成されたインターネットサイト等である場合に
も、全ての操作履歴を操作履歴１１００の中に記憶する必要はない。操作履歴の中でも、
表示に変化を与えた操作に関する履歴を記録する構成としてもよい。例えば、インターネ
ットサイトが動的なFLASHコンテンツを含むものである場合には、操作履歴には、その動
的なコンテンツに対してなされたクリックや文字列入力等の操作を記録する構成としても
よい。
【０１３８】
　次に、本実施例ではステップ５０３でユーザが該インターネットサイトをテレビで閲覧
しようとし、携帯電話の表示部３０５内に表示されるボタン表示４０２に対応するボタン
を選択する操作を行った際に、携帯電話は、前記操作履歴９００または操作履歴１０００
を記録する起点となったインターネットサイトのＵＲＬ１１０２と、前記操作履歴９００
または操作履歴１０００とを含み、さらにヘッダ・データ１１０１を付加した送信データ
１１００を構成し、該送信データ１１００をテレビに送信する。また、システム制御部３
０１は、ＵＲＬを送信した後に、携帯端末上でのインターネットサイトの表示を終了する
ように、表示部３０５等を制御する。
【０１３９】
　一方、テレビは前記送信データ１１００を受信すると（ステップ１２０３）、前記ＵＲ
Ｌ１１０２のインターネットサイトにアクセスし、前記操作履歴９００または操作履歴１
０００にて示される操作を該インターネットサイトに対して行い、該操作を行った後の状
態のインターネットサイトを表示する（ステップ１２０４）。
【０１４０】
　なお、ステップ５０９及びステップ５１９において、テレビから携帯電話にＵＲＬを送
信し、インターネットサイトにアクセスし表示を行う端末を再び携帯電話に戻す場合にも
、上述と同様の方法を用いる。
【０１４１】
　このように、ユーザが携帯電話で閲覧するインターネットサイトが、認証処理を伴うイ
ンターネットサイトであるか、ＵＲＬが変更することなく動的に内容が変化するインター
ネットコンテンツ等の場合に、テレビは、データ保存部２０９に該インターネットサイト
に対するユーザ操作の操作履歴９００及び操作履歴１０００を記録する。さらに、テレビ
は、操作履歴９００及び操作履歴１０００を記録する起点となったインターネットサイト
のＵＲＬと、操作履歴９００及び操作履歴１０００とから構成される送信データ１１００
をテレビに送信する。また、テレビは、前記送信データ１１００を受信したテレビが該Ｕ
ＲＬが示すインターネットサイトにアクセスし、該インターネットサイトに操作履歴９０
０及び操作履歴１０００が示す操作を行い、前記操作を終えた状態のインターネットサイ
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トの表示を行う。
【０１４２】
　これにより、ユーザは、同一のインターネットサイトへのアクセスを異なる端末間で切
り換える際に、閲覧中のインターネットサイトが、認証処理を伴うインターネットサイト
であるか、ＵＲＬが変更することなく動的に内容が変化するインターネットコンテンツで
ある場合も、新しくインターネットサイトにアクセスする端末に対して、再度認証処理や
コンテンツ操作を行うことなく、円滑にアクセスの切り替えを行うことができる。
【０１４３】
　また、表示情報を送信せずに、ＵＲＬを携帯電話よりＵＲＬをテレビ等の情報処理装置
に送信する場合、情報処理装置では、該ＵＲＬが示すインターネットサイトが、何も表示
に影響を与えるような操作がされていない状態で表示されることとなる。従って、インタ
ーネットサイトの構造が複雑であればあるほど、単に表示しているＵＲＬを送信してから
、携帯電話での操作を反映させた状態になるまで多くの操作が必要となるが、本実施例の
モバイル端末１０１及びインターネット接続端末１００によると、その操作の手間を軽減
することが可能となる。
【０１４４】
　以上、各実施例について説明したが。モバイル端末１０１に代えて、その他の情報処理
端末としても、インターネットによる通信と、複数の端末間で、円滑なアクセスの切り替
えを行うことができる。
以上の通り、本発明は、携帯端末でのコンテンツの視聴を円滑に情報処理装置に引継ぐこ
とが可能な携帯端末、情報処理装置、コンテンツ表示システム及びコンテンツ表示方法を
提供することを目的とする。そして、少なくとも以下を含む実施例を説明してきた。
（１）コンテンツ情報を受信する受信手段と、外部の情報機器と通信を行う外部機器通信
手段と、前記受信手段により受信したコンテンツ情報を表示する表示手段と、前記表示手
段に表示したコンテンツ情報を識別する識別情報を取得する取得手段と、ユーザの操作指
示を受け付ける操作手段と、前記コンテンツ情報を表示している間に前記操作手段により
前記識別情報の送信指示を受け付けた場合、前記取得手段により取得した前記識別情報を
前記外部の情報機器に送信するとともに、前記表示手段による前記コンテンツ情報の表示
を終了するよう制御する制御手段と、を備えることを特徴とする携帯端末。
（２）前記制御手段は、前記操作手段により前記外部の情報機器による前記コンテンツ情
報の表示の終了を指示する操作がなされた場合、前記外部の情報機器に前記コンテンツ情
報の終了を指示する信号を送信するとともに、前記表示手段による前記コンテンツ情報の
表示を再開するように制御することを特徴とする（１）に記載の携帯端末。
（３）前記識別情報の送信指示は、所定のボタンの押下操作によりなされ、前記表示手段
は、前記所定のボタンの押下操作により前記コンテンツ情報の表示の主体を切り換える旨
を表示し、前記制御手段は、前記識別情報が送信された後に、前記所定のボタンの押下操
作がなされた場合には、前記外部の情報機器に前記コンテンツ情報の終了を指示する信号
を送信するとともに、前記表示手段による前記コンテンツ情報の表示を再開するように制
御することを特徴とする（１）に記載の携帯端末。
（４）前記制御手段は、前記操作手段により前記外部の情報機器による前記コンテンツ情
報の表示の終了を指示する操作がなされた場合、前記外部の情報機器にて出力されている
コンテンツ情報を識別する識別情報を送信するように指示する信号を、前記外部の情報機
器に送信し、前記外部の情報機器より識別情報を受信し、該受信した識別情報に対応する
コンテンツ情報を受信し、該受信したコンテンツ情報を前記表示手段により表示するよう
に制御することを特徴とする（１）に記載の携帯端末。
（５）前記制御手段は、前記識別情報を前記外部の情報機器に送信した後に、前記携帯端
末を前記外部の情報機器を操作するリモコンとして機能させるように制御することを特徴
とする（１）に記載の携帯端末。
（６）前記制御手段は、前記操作手段により前記外部の情報機器による前記コンテンツ情
報の表示の終了を指示する操作がなされた場合、前記携帯端末をリモコンとして機能させ
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る制御を終了するように制御することを特徴とする（５）に記載の携帯端末。
（７）前記コンテンツ情報は、インターネットサイトのコンテンツ情報であり、前記表示
手段は、前記受信手段によりコンテンツ情報を受信したインターネットサイトを表示し、
前記識別情報は、前記インターネットサイトのＵＲＬ情報であり、前記携帯端末は、前記
表示手段上でインターネットサイトを表示している状態を示す表示情報を取得する表示情
報取得手段を備え、前記制御手段は、前記コンテンツ情報を表示している間に前記操作手
段により前記識別情報の送信指示を受け付けた場合、前記表示情報取得手段に取得した前
記ＵＲＬ情報と前記ＵＲＬ情報に対応づけられた表示情報とを前記外部の情報機器に送信
するように制御することを特徴とする（１）に記載の携帯端末。
（８）前記表示情報とは、前記携帯端末上でインターネットサイトの表示している間に行
った操作の履歴を示す履歴情報であることを特徴とする（７）に記載の携帯端末。
（９）前記表示情報とは、前記携帯端末上でインターネットサイトとともに表示されてい
たポインターの位置を示す情報であることを特徴とする（７）に記載の携帯端末。
（１０）前記外部機器通信手段は赤外線を利用した赤外線通信手段であり、前記制御手段
は、前記識別情報を送信する場合、通信の開始を指示するコマンドを前記赤外線通信手段
により前記外部の情報機器に送信し、該送信の後にＩｒＤＡ規格に準拠した赤外線通信を
開始して前記識別情報の送信を行うことを特徴とする（１）に記載の携帯端末。
（１１）コンテンツ情報を入力する入力手段と、携帯端末と通信を行う通信手段と、前記
入力手段により入力されたコンテンツ情報を表示する表示手段と、前記表示手段にて第１
のコンテンツ情報を表示している間に、前記携帯端末上で表示された第２のコンテンツ情
報を識別する識別情報を前記携帯端末から前記通信手段により受信した場合に、前記表示
手段にて表示する前記識別情報に対応する第２のコンテンツ情報を前記入力手段より入力
し、前記表示手段により前記第１のコンテンツに代えて前記入力した第２のコンテンツ情
報を表示するように制御し、前記表示手段による前記第２のコンテンツ情報の終了を指示
する指示信号を前記通信手段により受信した場合には、前記第２のコンテンツ情報の表示
を終了し、前記第１のコンテンツの表示を再開するように制御する制御手段と、を備える
ことを特徴とする情報処理装置。
（１２）前記表示手段による前記第２のコンテンツ情報の終了を指示する指示信号を前記
携帯端末から前記通信手段により受信した場合には、前記指示信号を受信した際に前記表
示手段に表示されていた第２のコンテンツ情報を識別する識別情報を、前記携帯端末に送
信するように制御することを特徴とする（１１）に記載の情報処理装置。
（１３）前記第２のコンテンツ情報とは、インターネットサイトのコンテンツ情報であり
、前記表示手段は、前記入力手段により入力したコンテンツ情報表示したインターネット
サイトを表示し、前記識別情報とは、前記インターネットサイトのＵＲＬ情報であり、前
記制御手段は、前記携帯端末にて表示されていたインターネットサイトに対応するＵＲＬ
情報とともに、前記インターネットサイトが携帯端末に表示されていた状態を示す表示情
報を前記通信手段により受信した場合、前記URL情報が示すインターネットサイトを前記
表示情報が示す状態で表示するように制御することを特徴とする（１１）に記載の情報処
理装置。
（１４）前記表示情報とは、前記携帯端末上でのインターネットサイトを表示している間
に行った操作の履歴を示す履歴情報であることを特徴とする（１３）に記載の情報処理装
置。
（１５）前記表示情報とは、前記携帯端末においてインターネットサイトとともに表示さ
れていたポインターの位置を示す情報であることを特徴とする（１３）に記載の情報処理
装置。
（１６）前記通信手段は赤外線を利用した赤外線通信手段であり、前記制御手段は、Ｉｒ
ＤＡ規格に準拠した赤外線通信するための汎用コマンドを該赤外線通信手段により受信す
ると、ＩｒＤＡ規格に準拠した赤外線通信を開始し、前記ＩｒＤＡ規格に準拠した赤外線
通信により前記識別情報を送信あるいは受信することを特徴とする（１１）に記載の情報
処理装置。
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（１７）携帯端末と情報処理装置とからなるコンテンツ表示システムであって、前記携帯
端末は、第１のコンテンツ情報を受信する受信手段と、外部の情報機器と通信を行う外部
機器通信手段と、前記受信手段により受信した第１のコンテンツ情報を表示する第１の表
示手段と、前記第１の表示手段に表示した第１のコンテンツ情報を識別する識別情報を取
得する取得手段と、ユーザの操作指示を受け付ける操作手段と、前記携帯端末を制御する
携帯端末制御手段と、を備え、前記情報処理装置は、第２のコンテンツ情報を入力する入
力手段と、携帯端末と通信を行う通信手段と、前記入力手段により入力された第２のコン
テンツ情報を表示する第２の表示手段と、前記情報処理装置を制御する情報処理装置制御
手段と、を備え、前記携帯端末制御手段は、前記第１のコンテンツ情報を表示している間
に前記操作手段により前記識別情報の送信指示を受け付けた場合、前記取得手段により取
得した前記識別情報を前記外部の情報機器に送信するとともに、前記表示手段による前記
コンテンツ情報の表示を終了するよう制御し、前記情報処理装置制御手段は、前記第２の
コンテンツ情報を表示している間に、前記携帯端末上で表示されたコンテンツ情報を識別
する識別情報を前記通信手段により受信した場合に、前記表示手段にて表示する前記識別
情報に対応する第１のコンテンツ情報を前記入力手段より入力し、前記表示手段により前
記第１のコンテンツに代えて前記入力した第２のコンテンツ情報を表示するように制御す
ることを特徴とするコンテンツ表示システム。
（１８）コンテンツ情報を表示可能な外部の情報機器と通信を行う携帯端末であって、ユ
ーザの操作を受け付ける操作手段と、前記外部の情報機器がコンテンツ情報を表示してい
る間に前記操作手段により前記外部の情報機器によるコンテンツ情報の表示を終了する旨
の操作を受け付けた場合、前記外部の情報機器によるコンテンツ情報の終了を指示する信
号を送信し、その後前記外部の情報機器において表示しているコンテンツ情報を識別する
識別情報を前記外部の情報機器から受信する外部機器通信手段と、前記外部機器通信手段
により受信した識別情報によって示されるコンテンツ情報を受信する受信手段と、前記受
信手段により受信したコンテンツ情報を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする
携帯端末。
（１９）コンテンツ情報の表示を携帯端末と情報処理装置の間で引継ぐコンテンツ表示方
法であって、携帯端末でコンテンツ情報を受信するステップと、前記受信したコンテンツ
情報を表示するステップと、前記表示したコンテンツ情報の識別情報を取得するステップ
と、ユーザの所定の操作を受け付けた場合に、前記コンテンツ情報の表示を終了させ、前
記取得した識別情報を前記情報処理装置に送信するステップと、前記情報処理装置で前記
送信された識別情報を受信するステップと、前記受信した識別情報に対応するコンテンツ
情報を受信するステップと、前記受信したコンテンツ情報を前記情報処理装置にて表示す
るステップと、を有することを特徴とするコンテンツ表示方法。
本発明によると、携帯端末でのコンテンツの視聴を円滑に情報処理装置に引継ぐことが可
能な携帯端末、情報処理装置、コンテンツ表示システム及びコンテンツ表示方法を提供す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】実施例１及び実施例２のインターネット接続端末及びモバイル端末の動作環境を
示す概観図である。
【図２】実施例１のインターネット接続端末の構成を示すブロック図である。
【図３】実施例１のモバイル端末の構成を示すブロック図である。
【図４】実施例１ないし実施例３のインターネット接続端末及びモバイル端末の画面表示
の遷移の例を示す図である。
【図５】実施例１のインターネット接続端末及びモバイル端末の動作を説明する流れ図で
ある。
【図６】実施例２のインターネット接続端末の構成を示すブロック図である。
【図７】実施例２のモバイル端末の構成を示すブロック図である。
【図８】実施例２のインターネット接続端末及びモバイル端末の動作を説明する流れ図で



(23) JP 5194673 B2 2013.5.8

10

20

30

40

ある。
【図９】実施例３の操作履歴の構成を示すデータ構成図である。
【図１０】実施例３の操作履歴の構成を示すデータ構成図である。
【図１１】実施例３の送信データの構成を示すデータ構成図である。
【図１２】実施例３のインターネット接続端末及びモバイル端末の動作を説明する流れ図
である。
【符号の説明】
【０１４６】
１００・・・インターネット接続端末、
１０１・・・モバイル端末、
１０２・・・入力部、
１０３・・・基地局、
１０４・・・インターネット、
２００・・・デジタル放送受信部、
２０１・・・デジタル放送信号処理部、
２０２・・・システム制御部、
２０３・・・音声処理部、
２０４・・・スピーカ、
２０５・・・映像処理部、
２０６・・・表示部、
２０７・・・ネットワーク通信部、
２０８・・・インターネットブラウザ、
２０９・・・データ保存部、
２１０・・・データ送受信部、
３００・・・通信部、
３０１・・・システム制御部、
３０２・・・インターネットブラウザ、
３０３・・・データ保存部、
３０４・・・映像処理部、
３０５・・・表示部、
３０６・・・データ送受信部、
４０１・・・画面表示、
４０２・・・ボタン表示、
４０３・・・画面表示、
４０４・・・画面表示、
４０５・・・ボタン表示、
４０６・・・画面表示、
６００・・・赤外線送受信部、
７００・・・赤外線送受信部
９００・・・操作履歴
１０００・・・操作履歴
１１００・・・送信データ
１１０１・・・ヘッダ・データ
１１０２・・・ＵＲＬ
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